
令和８年２月２０日招集

令和８年 （２０２６年）

第１回胎内市議会定例会議案



提 出 議 案 一 覧 表

議案番号 議

　　　　　　　　　　　　　　

件 頁

承認第１号

承認第２号

専決処分の承認を求めることについて

専第２号

　

令和７年度胎内市一般会計補正予算（第１０号）

専決処分の承認を求めることについて

専第３号

　

令和７年度胎内市一般会計補正予算（第１１号）

１

　　　　　　　

８

議第２号

議第３号

議第４号

議第５号

議第６号

議第７号

議第８号

議第９号

議第１０号

議第１１号

議第１２号

議第１３号

議第１４号

議第１５号

議第１６号

議第１７号

議第１８号

議第１９号

議第２０号

議第２１号

議第２２号

議第２３号

議第２４号

議第２５号

議第２６号

議第２７号

議第２８号

令和８年度胎内市一般会計予算

　

御ｉ冊）

令和８年度胎内市国民健康保険事業特別会計予算

　

御Ｊ冊）

令和８年度胎内市後期高齢者医療特別会計予算（別冊）

令和８年度胎内市介護保険事業特別会計予算

　

御ｊ冊）

令和８年度胎内市黒川歯科診療所運営事業特別会計予算（別冊）

令和８年度胎内市地域産業振興事業特別会計予算

　

御ｉ冊）

令和８年度胎内市鹿ノ俣発電所運営事業特別会計予算

　

御一冊）

令和８年度胎内市公共下水道事業会計予算（別冊）

令和８年度胎内市農業集落排水事業会計予算（別冊）

令和８年度胎内市水道事業会計予算

　

御Ｊ冊）

令和８年度胎内市簡易水道事業会計予算

　

御ｊ冊）

令和８年度胎内市工業用水道事業会計予算（別冊）

令和７年度胎内市一般会計補正予算（第１２号）

令和７年度胎内市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

令和７年度胎内市地域産業振興事業特別会計補正予算（第３号）

令和７年度胎内市鹿ノ俣発電所運営事業特別会計補正予算（第２号）

胎内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例

胎内市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

胎内市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

胎内市風倉発電所運営事業基金条例を廃止する条例

胎内市社会体育施設条例の一部を改正する条例

胎内市立集会所条例の一部を改正する条例

胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

胎内市デイサービスセンター条例

胎内市介護保険条例の一部を改正する条例

胎内市築地農村環境改善センター条例の一部を改正する条例

胎内市生活改善センター条例の一部を改正する条例

１５

２５

３１

３９

４４

４５

４６

５０

５１

５４

５５

５６

６０

６５

６６



議案番号 議

　　　　　　　　　　　　　　

件 頁

議第２９号

議第３０号

議第３１号

議第３２号

議第３３号

議第３４号

議第３５号

議第３６号

議第３７号

議第３８号

議第３９号

議第４０号

議第４１号

議第４２号

議第４３号

議第４４号

議第４５号

議第４６号

議第４７号

議第４８号

議第４９号

議第５０号

議第５１号

議第５２号

胎内市消防団員の定員、 任免、 給与、 服務等に関する条例の一部を改正する条例

胎内市立認定こども園条例を廃止する条例

胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例

胎内市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

財産の無償譲渡について

財産の無償譲渡について

財産の無償譲渡について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

公の施設に係る指定管理者の指定について

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

胎内市過疎地域持続的発展計画の策定について

６７

６９

７１

７２

８５

８７

８８

８９

９０

９１

９２

９３

９４

９５

９６

９７

９８

９９

１００

１０１

１０３

１０７

１１０

１１３



承認第

　

１

　

号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 第１７９条第１項の規定により、 下記事項につい

て別紙のとおり専決処分したので、 同条第３項の規定によりこれを報告し、 承認を求め

る。

記

専第

　

２

　

号

令和７年度胎内市一般会計補正予算 （第１０号）

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

１

　

－



専第

　

２

　

号

令和７年度胎内市一般会計補正予算 （第１０号）

令和７年度胎内市の一般会計補正予算 （第１０号） は、 次に定めるところによる。

　

（歳入歳出予算の補正）

第１条

　

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９，０８３千円を追加し、 歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２２，８２７，９１５千円とする。

２

　

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、 「第１表歳入歳出予算補正」 による。

　

上記は、 地方自治法 （昭和２２年法律第６７号） 第１７９条第１項の規定により専決処分

する。

令和８年１月２３日

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井

　

畑

　

明

　

彦

－

　

３

　

－



第１表 歳

　

入

　

歳

　

出

　

予

　

算 補

　

正

歳

　

入

款 項

１６県支出金

３県委託金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

歳

　　

入

　　

△

　　

計

－

　

４

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

１，３１７，４５８ １９，０８３ １，３３６，５４１

９３，６８６ １９，０８３ １１２，７６９

２２，８０８，８３２ １９，０８３ ２２，８２７，９１５

－

　

５

　

－



歳

　

出

款 項

２総務費

４選挙費

歳

　　

出

　　

合

　　

計

－

　

６

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

４，１１３，３３９ １９，０８３ ４，１３２，４２２

６３，８０２ １９，０８３ ８２，８８５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

２２，８０８，８３２ １９，０８３ ２２，８２７，９１５

－

　

７

　

－



承認第

　

２

　

号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法 （昭和２２年法律第６７号） 第１７９条第１項の規定により、 下記事項につい

て別紙のとおり専決処分したので、 同条第３項の規定によりこれを報告し、 承認を求め

る。

記

専第

　

３

　

方

令和７年度胎内市一般会計補正予算 （第１１号）

令和８年２月 ２０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

８

　

－



専第

　

３

　

号

令和７年度胎内市一般会計補正予算 （第１１号）

令和７年度胎内市の一般会計補正予算 （第１１号） は、 次に定めるところによる。

　

（歳入歳出予算の補正）

第１条

　

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５３，０００千円を追加し、 歳入歳出予算

　

の総額を歳入歳出それぞれ２３，０８０，９１５千円とする。

２

　

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、 「第１表歳入歳出予算補正」 による。

上記は、 地方自治法 （昭和２２年法律第６７号） 第１７９条第１項の規定により専決処分

する。

令和８年２月 ２日

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井

　

畑

　

明

　

彦

－

　

９

　

－



第１表 歳

　

入

　

歳

　

出

　

予

　

算 補

　

正

歳

　

入

款 項

１５国庫支出金

２国庫補助金

１９繰入金

１基金繰入金

歳

　　

入

　　

合

　　

計

－ １０

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

２，６８２，６９０ １６６，０００ ２，８４８，６９０

１，２１０，４１５ １６６，０００ １，３７６，４１５

１，１０５，１７４ ８７，０００ １，１９２，１７４

１，０８２，８１２ ８７，０００ １，１６９，８１２

２２，８２７，９１５ ２５３，０００ ２３，０８０，９１５

－ １１ －



歳

　

出

款 項

８土木費

２道路橋梁費

　　　　　　　　　　　　　

上

歳

　　

出

　　

合

　　

計

－ １２

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

１，７１６，４８８ ２５３，０００ １，９６９，４８８

１，２３２，１４４ ２５３，０００ １，４８５，１４４

２２，８２７，９１５ ２５３，０００ ２３，０８０，９１５

－ １３

　

－



議第

　

１４

　

号

令和７年度胎内市一般会計補正予算 （第１２号）

　

令和７年度胎内市の一般会計補正予算 （第１２号） は、 次に定めるところによる。

　

（歳入歳出予算の補正）

第１条

　

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４８，００４千円を追加し、 歳入歳出予算

　

の総額を歳入歳出それぞれ２３，６２８，９１９千円とする。

２

　

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

　

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」 による。

　

（継続費の補正）

第２条

　

継続費の変更は、「第２表継続費補正」 による。

　

（繰越明許費の補正）

第３条

　

繰越明許費の追加は、「第３表繰越明許費補正」 による。

　

（債務負担行為の補正）

第４条

　

債務負担行為の追加は、「第４表債務負担行為補正」 による。

　

（地方債の補正）

第５条

　

地方債の追加及び変更は、「第５表地方債補正」 による。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－ １５

　

－



第１表 歳

　

入

　

歳

　

出

　

予

　

算 補

　

正

歳

　

入

款 項

１１地方交付税

１地方交付税

１５国庫支出金

１国庫負担金

２国庫補助金

１６県支出金

１県負担金

２県補助金

１７財産収入

１財産運用収入

２財産売払収入

１８寄附金

１寄附金

１９繰入金

１基金繰入金

２１諸収入

６雑入

２２市債

１市債

歳

　　

入

　　

△

　　

計

－ １６

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

５，５５５，２９８ ２５４，２２３ ５，８０９，５２１

５，５５５，２９８ ２５４，２２３ ５，８０９，５２１

２，８４８，６９０ ７２，７０２ ２，９２１，３９２

１，４６３，５９６ ５７，６３６ １，５２１，２３２

１，３７６，４１５ １５，０６６ １，３９１，４８１

１，３３６，５４１ ５２，３９９ １，３８８，９４０

５７１，２６３ ２１，８３６ ５９３，０９９

６３２，５０９ ３０，５６３ ６６３，０７２

１７，８４４ ４，０１０ ２１，８５４

１５，４７２ ２，６６１ １８，１３３

２，３７２ １，３４９ ３，７２１

２，６２０，８２０ ４，０００ ２，６２４，８２０

２，６２０，８２０ ４，０００ ２，６２４，８２０

１，１９２，１７４ ４５，８７４ １，２３８，０４８

１，１６９，８１２ ４５，８７４ １，２１５，６８６

４７４，７２９ △１２，８０４ ４６１，９２５

１９９，１８０ △１２，８０４ １８６，３７６

２，６４４，０４５ １２７，６００ ２，７７１，６４５

２，６４４，０４５ １２７，６００ ２，７７１，６４５

２３，０８０，９１５ ５４８，００４ ２３，６２８，９１９

－ １７

　

－



歳

　

出

款 項

２総務費

１総務管理費

２徴税費

３戸籍住民基本台帳費

４選挙費

３民生費

１社会福祉費

２児童福祉費

３生活保護費

４衛生費

１保健衛生費

６農林水産業費

１農業費

２林業費

７商工費

１商工費

８土木費

１土木管理費

２道路橋梁費

３河川費

９消防費

１消防費

１０教育費

１教育総務費

２小学校費

３中学校費

６保健体育費

１１公債費

１公債費

歳

　　

出

　　

合

　　

計

－ １８

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

４，１３２，４２２ ３０１，７３５ ４，４３４，１５７

３，７６９，０２８ ３１０，６９６ ４，０７９，７２４

１６６，０９１ △４，８００ １６１，２９１

９７，１８８ ３，０６３ １００，２５１

８２，８８５ △７，２２４ ７５，６６１

５，８６３，０４６ ９６，２０１ ５，９５９，２４７

３，０４７，８８０ ３７，０９３ ３，０８４，９７３

２，５０５，８８４ ３９，１０８ ２，５４４，９９２

３０２，２８９ ２０，０００ ３２２，２８９

１，１６５，９４３ △１３，７４７ １，１５２，１９６

６５５，９１０ △１３，７４７ ６４２，１６３

１，０１８，３５８ ６０，２４７ １，０７８，６０５

８４７，６４１ △８，３３５ ８３９，３０６

１５３，６１２ ６８，５８２ ２２２，１９４

９００，２５１ △｝３８，９２８ ８６１，３２３

９００，２５１ △３８，９２８ ８６１，３２３

１，９６９，４８８ ５３，８７１ ２，０２３，３５９

１２６，３４３ △８００ １２５，５４３

１，４８５，１４４ ５０，８００ １，５３５，９４４

１２０，１１０ ３，８７１ １２３，９８１

９５１，２８９ △１０７，８６８ ８４３，４２１

９５１，２８９ △１０７，８６８ ８４３，４２１

２，６０８，３３６ １９６，３１０ ２，８０４，６４６

２０９，２６８ △１，３５６ ２０７，９１２

１，２３３，０７６ ２００，０５５ １，４３３，１３１

３８２，８９９ △１，２５７ ３８１，６４２

２１２，０６７ △１，１３２ ２１０，９３５

３，２５７，２４５ １８３ ３，２５７，４２８

３，２５７，２４５ １８３ ３，２５７，４２８

２３，０８０，９１５ ５４８，００４ ２３，６２８，９１９

‐ １９

　

－



第２表

　

継続費補正

款 項 事

　

業

　

名
補正前 補正後

総

　

額 年

　

度 年割額 総

　

額 年

　

度 年割額

２

　

総務費 １ 総務管
理費

第３次胎内市総合計
画等管理事業

１４，５３１

令和７年度 ６，４１３

１０，６７０

令和７年度 ４，２９０

令和８年度 ８，１１８ 令和８年度 ６，３８０

９

　

消防費 １ 消防費 防災行政無線システ
ム再整備事業

１，０４８，８００

令和５年度 ４４５，２２０

９２３，８００

令和５年度 ４４５，２２０

令和６年度 ３９３，３００ 令和６年度 ３９３，３００

令和７年度 ２１０，２８０ 令和７年度 ８５，２８０

‐ ２０

　

－



第３表 繰越明許費補正

追

　

加 （単位：千円）

　　

款

　　　　　　　　

項

　　　　　　　　　　　

事

　

業

　

名

　　　　　　　　　　　　

金

　

額

２

　

総務費

　　　　

１ 総務管理費

　

ふるさと納税事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２７０，０００

２ 総務費

　　

３ 額 茅
基本 社会保障・税番号制度システム整備事業

　　　　

３，剛

６

　

農林水産業費

　

１ 農業費

　　　　

地域計画実践支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３，６８１

６

　

農林水産業費

　

１ 農業費

　　　　

県営ほ場整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３９，６００

６

　

農林水産業費

　

１ 農業費

　　　　

県営ため池等整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７，９５３

６

　

農林水産業費

　

１ 農業費

　　　　

県営農業用水利施設整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　

３８０

６

　

農林水産業費 ・ 農業費

　　　　

鳥坂大橋維持管理事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９，０００

６

　

農林水産業費

　

２

　

林業費

　　　　

松くい虫防除事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１００，６０３

８

　

土木費

　　　　

１ 土木管理費

　　

終末処理場維持管理事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　

３０，０００

８

　

土木費

　　　　

２

　

道路橋梁費

　

道路維持管理事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４５，６００

８

　

土木費

　　　　

２

　

道路橋梁費

　　

市道関係整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３２，０００

８

　

土木費

　　　　

２

　

道路橋梁費

　　

除排雪事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５８，０６０

８

　

土木費

　　　　

２

　

道路橋梁費

　

橋梁維持事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８，０００

８

　

土木費

　　　　

３

　

河川 費

　　　　

河川総務事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３６，５００

９

　

消防費

　　　　

１ 消防費

　　　　

防災施設整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９，３０６

９

　

消防費

　　　　

１ 消防費

　　　　

トイ レ力←購入事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１８，８００

１０ 教育費

　　　　

２

　

小学校費

　　　

中条小学校グラウン ド整備事業

　　　　　　　　　　　　　

２３９，０００

．４災害復旧費

　

２墓 雑 審 議 農地災害復旧事業

　　　　　　　　　

１，８７９

１４災害復ー日費

　

３ 謡談善審議公 その他公共施設・公用施設災害復旧事業

　　　　　　

３０，５５０

‐ ２１ －



第４表 債務負担行為補正

事

　　

項 期

　　

間 限

　

度

　

額

なかよしクラブ運営委託料 令和８年度 １４，９００

放課後児童支援員実地研修業務委託料 令和８年度 ２，１８０

油圧ショベル購入費 令和８年度 ２２，０００

胎内川ダム改良工事負担金
令和８年度

令和１２年度
７，５００

スポーツ・文化活動委託料 令和８年度 ９，４０３

照明設備ＬＥＤ化業務委託料 令和８年度 ３６５，０００

‐ ２２

　

－
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議第

　

１５

　

号

令和７年度胎内市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

　

令和７年度胎内市の介護保険事業特別会計補正予算 （第４号） は、 次に定めるところ

による。

　

（歳入歳出予算の補正）

第１条

　

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９７０千円を減額し、 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３，８３５，１８１ 千円 とする。

２

　

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」 による。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ２５

　

－



第１表 歳

　

入

　

歳

　

出

　

予

　

算 補

　

正

歳

　

入

款 項

３国庫支出金

２国庫補助金

７繰入金

１一般会計繰入金

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

歳

　　

入

　　

合

　　

計

‐ ２６

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

８４４，６１１ △６５０ ８４３，９６１

２４０，２８１ △６５０ ２３９，６３１

５９０，８７１ △｝３２０ ５９０，５５１

５５７，４９９ △３２０ ５５７，１７９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

３，８３６，１５１ △９７０ ３，８３５，１８１

－

　

２７

　

－



歳

　

出

款 項

１総務費

１総務管理費

◆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

歳

　　

出

　　

合

　　

計

‐ ２８

　

－



（単位；千円）

補正前の額 補正額 計

７５，６３７ △９７０ ７４，６６７

４３，５９７ △９７０ ４２，６２７

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

，

　　　

．

３，８３６，１５１ △９７０ ３，８３５，１８１

－

　

２９

　

－



議第

　

１６

　

号

令和７年度胎内市地域産業振興事業特別会計補正予算（第３号）

　

令和７年度胎内市の地域産業振興事業特別会計補正予算 （第３号） は、 次に定めると

ころによる。

　

（歳入歳出予算の補正）

第１条

　

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９９０千円を追加し、 歳入歳出予算の総

　

額を歳入歳出それぞれ２６９，１１５千円とする。

２

　

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

　

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」 による。

　

（繰越明許費）

第２条

　

地方自治法 （昭和２２年法律第６７号） 第２１３条第１項の規定により翌年度に繰

　

り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」 による。

　

（地方債の補正）

第３条

　

地方債の変更は、「第３表地方債補正」 による。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐３１ －



第１表 歳

　

入

　

歳

　

出

　

予

　

算 補

　

正

歳

　

入

款 項

４繰入金

１一般会計繰入金

６諸収入

１雑入

７市債

１農林水産業債

歳

　　

入

　　

合

　　

計

－

　

３２

　

－



（単位；千円）

補正前の額 補正額 計

１１，８６２ △一１，８００ １０，０６２

１１，８６２ △１，８００ １０，０６２

１８９ ９９０ １，１７９

１８９ ９９０ １，１７９

１３，８００ １，８００ １５，６００

１３，８００ １，８００ １５，６００

２６８，１２５ ９９０ ２６９，１１５

－

　

３３

　

－



歳

　

出

款 項

３公債費

１公債費

４予備費

１予備費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

′

歳

　　

出

　　

合

　　

計

－

　

３４

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

４，８４１ ２０７ ５，０４８

４，８４１ ２０７ ５，０４８

１，８２５ ７８３ ２，６０８

１，８２５ ７８３ ２，６０８

２６８，１２５ ９９０ ２６９，１１５

－

　

３５

　

－



第２表

　

繰越明許費

（単位：千円）

款 項 事

　

業

　

名 金

　

額

１

　

農林水産業費 １ 農業費 農産物加工施設運営事業 １５，６９７

－

　

３６

　

－



７
十
　　　

率

　　　　　　

間

　　　　　　

鍵

増
Ｒ
Ｓ
鱈
廻

り

　

匝

　

海
閏
鍵

冊

　　　

扇

り

　

匠

　

刃

橿

問

糠

雛
Ｒ
Ｓ
趨
艇

り

　

匠

　

対

塩
田
渡

鞭
闘
滋

０
０
の
め
Ｈ

圧

橿

　　　　　　

尚

　　　　　　

獲

雄
Ｒ
Ｓ
鯉
廻

　　

。恥
航

後
為

月

ヤ
継
廻
り
三
乗
鰹

鰹
〆
鱈
趣
導
蟻
怖
じ

Ｊ
撫

　

Ｊ
撰
駁
弾
糎

寮
卿
廻
る
燃
糎
疑
廻

曜

　

怠
”
“
一如
輪
Ｓ

督
寂
杷

　

Ｊ
袈
裂

　　　　　

。

や
優
堆
刃
秤
饗
趨
Ｓ

＊
”
心中
隷
Ｓ
璽
Ｓ
申

に
騒

　

一

対
Ｓ
柳

慰
撫
紙
趨
醍
Ｓ
＊

禁

′

賭
姫
を
甑

唆
鰻
〆
姫
綱
接
種

冊

　　　

扇

（

　

。恥
ヤ
～
冊
宗

Ｓ
継
一
触

継
細

娘

≦

リ
一挙

裂

に
弾
Ｊ
掴

冊
涙

　

勾
櫛
姫

鰹
控
督

長
く
愈

趣

績
宍
一
触
武

冊
雇

　

Ｊ
製
愛
）

にぷ
ｏ
ｏ
噂

　

貼

拠
校
Ｓ
趣
園

に
撚
糸
機

州
ぬ

　　　

”【

麹
姻
鰹
柳

鰹
畿
墜

０
０
の
的
一

圧

寝
皿
Ｓ
趣
顧

米
静
選
樹
謎
鱈
米
機
塔
袈圏



議第

　

１７

　

号

令和７年度胎内市鹿ノ俣発電所運営事業特別会計補正予算（第２号）

令和７年度胎内市の鹿ノ俣発電所運営事業特別会計補正予算 （第２号） は、 次に定め

るところによる。

　

（歳入歳出予算の補正）

第１条

　

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７５０千円を追加し、 歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４６，７１０千円とする。

２

　

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」 による。

令和８年２月 ２０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

３９

　

－



第１表 歳

　

入

　

歳

　

出

　

予

　

算 補

　

正

歳

　

入

款 項

１財産収入

１財産運用収入

歳

　　

入

　　

合

　　

計

－

　

４０

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

５８２ ７５０ １，３３２

５８２ ７５０ １，３３２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

４５，９６０ ７５０ ４６，７１０

‐ ４１ －



歳

　

出

款 項

１農林水産業費

１農業費

２予備費

１予備費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

・

　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

’

　　　　

．

歳

　　

出

　　

合

　　

計

－

　

４２

　

－



（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

４３，４６０ ３，２５０ ４６，７１０

４３，４６０ ３，２５０ ４６，７１０

２，５００ 乙２，５００ ０

２，５００ △２，５００ ０

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　

．

４５，９６０ ７５０ ４６，７１０

－

　

４３

　

－



議第

　

１８

　

号

胎内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の－

部を改正する条例

胎内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年条例

第３９号） の一部を次のように改正する。

別表第１中

鳥獣被害対策実施隊員

　　　　

１時間当たり

　

１，０００円 を

鳥獣被害対策実施隊員 緊急銃猟

　

１日当たり

　

２０，０００円

緊急銃猟以外

　

１時間当たり

　

３，０００円
に

改める。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

この条例の施行の日 （以下 「施行日」 という。） 前において特別職の職員として任

用されていた者に係る施行日前までのその執務に対する報酬の支給については、 なお

従前の例による。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ４４

　

－



議第

　

１９

　

号

胎内市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

胎内市職員の給与に関する条例 （平成１７年条例第４５号） の一部を次のように改正す

る。

別表第２行政職給料表

　

級別職務分類表の部４級の項中 「係長」 の次に 「、 農業委員

会事務局長」を加え、同部５級の項中「参事」の次に「、農業委員会事務局長」を加え、

同部６級の項中 「事務局長」 を 「議会事務局長」 に改める。

　

附

　

則

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

４５

　

－



議第

　

２０

　

号

胎内市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

　

胎内市国民健康保険税条例 （平成１７年条例第５４号） の一部を次のように改正する。

　

第３条第１項第１号中 「及び介護保険法」 を 「、 介護保険法」 に改め、 「「介護納付

金」 という。）」 の次に 「及び子ども・子育て支援法 （平成２４年法律第６５号） の規定

による子ども・子育て支援納付金 （以下この条において 「子ども・子育て支援納付金」

という。）」 を加え、 同項に次の１号を加える。

　

（４） 子ども・子育て支援納付金課税額 （国民健康保険税のうち、 国民健康保険事業費

　

納付金の納付に要する費用 （県の国民健康保険に関する特別会計において負担する

　

子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。） に充てるた

　

めの国民健康保険税の課税額をいう。 以下同じ。）

第３条に次の１項を加える。

５

　

第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、 世帯主 （前条第２項の世帯主

　

を除く。） 及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等

　

割額の合算額に、 当該世帯に属する１８歳以上被保険者 （法第７０３条の４第３０項に規

　

定する１８歳以上被保険者をいう。 以下同じ。） につき算定した１８歳以上被保険者均

等割額を加算した額とする。

第４条第１項中 「１００分の７．７０」 を 「１００分の ７．４３」 に 改 める。

第６条中 「２万５，９００円」 を 「２ 万４，３００円」 に改める。

第６条の９の次に次の３条を加える。

　

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額）

第６条の１０

　

第３条第５項の所得割額は、 基礎控除後の総所得金額等に１００分の ０．２７

　

を乗じて算定する。

　

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額）

第６条の１１

　

第３条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，５００円とす

－

　

４６

　

－



　

る。

　

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険

　

者均等割額）

第６条の１２

　

第３条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者１人に

　

ついて １００円とする。

　

第１１条第１項第１号ア中 「１万８，１３０円」 を 「１ 万 ７，０１０円」 に改め、 同号に次のよ

うに加える。

　

力

　

国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

　　

等割額

　

被保険者 （第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について１，０５０

　

円

　

キ

　

国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被

　　

保険者均等割額

　

１８歳以上被保険者 （第２条第２項に規定する世帯主を除く。）

　　　

１人 につ い て ７０円

第１１条第１項第２号ア中 「１万２，９５０円」 を 「１ 万 ２，１５０円」 に改め、 同号に次のよ

うに加える。

　

力

　

国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

　　

等割額

　

被保険者 （第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

　

７５０

　

円

　

キ

　

国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被

　　

保険者均等割額

　

１８歳以上被保険者 （第２条第２項に規定する世帯主を除く。）

　　

１人について５０円

第１１条第１項第３号ア中 「５，１８０円」 を 「４，８６０円」 に改め、 同号に次のように加え

る。

　

力

　

国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

　　

等割額

　

被保険者 （第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

　

３００

　

円

　

キ

　

国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被

　　

保険者均等割額

　

１８歳以上被保険者 （第２条第２項に規定する世帯主を除く。）

　　

１人について２０円

－

　

４７

　

－



　

第１１条第２項第１号ア中 「３，８８５円」 を 「３，６４５円」 に改め、 同号イ中 「６，４７５円」

を 「６，０７５円」 に改め、 同号ウ中 「１万３６０円」 を 「９，７２０円」 に改め、 同号エ中 「１万

２，９５０円」 を 「１万２，１５０円」 に改め、 同項に次の１号を加える。

　

（３） 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

　

割額

　

次に掲げる世帯の区分に応じ、 それぞれ未就学児１人について次に定める額

　

ア

　

前項第１号力に規定する金額を減額した世帯

　

２２５円

　

イ

　

前項第２号力に規定する金額を減額した世帯

　

３７５円

　

ウ

　

前項第３号力に規定する金額を減額した世帯

　

６００円

　

エ

　

アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

　

７５０円

第１１条第３項各号列記以外の部分中「及び」 を「並びに」 に改め、 「被保険者均等割

額」 の次に 「及び１８歳以上被保険者均等割額」 を加え、 同項に次の３号を加える。

　

（７） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額

　

当該出産被保険者につき第６条の１０の規定により算定した所得割額の１２分の１の

　

額に、 当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

　

額

　

（８） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

　

均等割額

　

当該出産被保険者につき第６条の １１ の規定により算定した被保険者均

　

等割額 （第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、 その減額後

　

の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

　

当該年度に属す・る月数を乗じて得た額

（９）国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

　

被保険者均等割額

　

当該出産被保険者につき第６条の １２の規定により算定した １８

　

歳以上被保険者均等割額 （第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

　

ては、 その減額後の１８歳以上被保険者均等割額） の１２分の１の額に、 当該出産被

　

保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

第１１条に次の１項を加える。

４

　

国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に １８ 歳に達する日以後の最初の３月

３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」 という。） がある場合における

当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額

－

　

４８

　

－



（第１項、 第２項又は前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、 そ

の減額後の被保険者均等割額。 以下この項において同じ。） は、 当該被保険者均等割

額から、当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均

等割額に相当する額を減額して得た額とする。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

　

（適用区分）

２

　

改正後の胎内市国民健康保険税条例の規定は、 令和８年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、 令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ４９

　

－



議第

　

２１

　

号

胎内市風倉発電所運営事業基金条例を廃止する条例

胎内市風倉発電所運営事業基金条例 （平成１７年条例第７９号） は、 廃止する。

　

附

　

則

この条例は、 公布の日から施行する。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

５０

　

－



議第

　

２２

　

号

胎内市社会体育施設条例の一部を改正する条例

胎内市社会体育施設条例 （平成１７年条例第１０７号） の一部を次のように改正する。

別表第１中

総合グラウンド陸上競技場 胎内市西条６６６番地

総合グラウンド野球場

総合グラウンド体育館

Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

を

総合グラウンド陸上競技場 胎内市西条６６６番地

総合グラウンド野球場

総合グラウンド体育館

総合グラウンド多目的運動場

Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

に

改める。

別表第２社会体育施設使用料の部３

　

Ｂ＆Ｇ体育館の項中 「Ｂ＆Ｇ体育館」 を 「Ｂ＆

Ｇ海洋センター体育館」 に改め、 同部４ 総合グラウンドの項中

「

陸上競技

場

１回 につき

　

１００

１回 につき

　

７０

１回 につき

　

５０

高校生

小中学

又は６５

を

‐ ５１ －



以上

野球場 一般 １回 につき

　

１００

高校生 １回 につき

　

７０

小中学生

又は６５歳

以上

１回 に つき

　

５０

以上

個人

利用

陸上競技

場

一般 １回 につき

　

１００ １，０００ ６００ ３，０００

高校生 １回 につき

　

７０ ７００ ４００ ２，０００

小中学生

又は６５歳

以上

１回 につき

　

５０ ５００ ３００ １，５００

野球場 一般 １回 につき

　

１００

高校生 １回 につき

　

７０

小中学生

又は６５歳

以上

１回 に つき

　

５０

多目的運動場 無料

に

改め、 同部５

　

Ｂ＆Ｇプールの項中 「Ｂ＆Ｇプール」 を 「Ｂ＆Ｇ海洋センタープール」

に改め、 同部６

　

Ｂ＆Ｇ艇庫の項中 「Ｂ＆Ｇ艇庫」 を 「Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫」 に改

める。

　

附

　

則

この条例は、 公布の日から施行する。

－

　

５２

　

－



令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

５３

　

－



議第

　

２３

　

号

胎内市立集会所条例の一部を改正する条例

胎内市立集会所条例 （平成１７年条例第１１５号） の一部を次のように改正する。

第２条の表柴橋地域ふれあいセンターの項を削る。

別表柴橋地域ふれあいセンターの項を削る。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

この条例の施行の日前の利用に係る使用料の徴収又は利用料金の収受については、

　

なお従前の例による。

令和８年２月 ２０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ５４

　

－



議第

　

２４

　

号

胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１７年条例第１２０号）の一部を次のよう

に改正する。

第４条第１項に次の１号を加える。

　

（３） 死亡者に係る配偶者、 子、 父母、 孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であっ

　

て兄弟姉妹がいるときは、 その兄弟姉妹 （死亡者の死亡当時その者と同居し、 又は

　

生計を同じくしていた者） に対して、 災害弔慰金を支給するものとする。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 公布の日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

改正後の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、 この条例の施行の日以

後の災害に対する災害弔慰金の支給から適用する。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ５５

　

－



議第

　

２５

　

号

胎内市デイサービスセンター条例

　

胎内市デイサービスセンター条例 （平成１７年条例第１３５号） の全部を改正する。

　

（設置）

第１条

　

在宅の要援護高齢者、 要援護となるおそれのある高齢者及び重度の身体障害者

　

の自立的生活の助長、 社会的孤立の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、 そ

　

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的として、 デイサービスセンタ

　

ー （以下 「センター」 という。） を設置する。

　

（名称及び位置）

第２条

　

センターの名称及び位置は、 別表第１のとおりとする。

　

（開館時間及び休館日）

第３条

　

センターの開館時間及び休館日は、別表第２のとおりとする。ただし、市長は、

　

特に必要があると認めるときは、 開館時間を変更し、 又は臨時に開館し、 若しくは休

館することができる。

　

（事業）

第４条

　

センターは、 次に掲げる事業を行う。

　

（１） 介護保険法 （平成９年法律第１２３号。 以下 「法」 という。） 第８条第７項に規定

　

する通所介護又は法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

　

業のうち同項第１号ロに掲げる第１号通所事業を行う事業

　

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

　

１２３号。 以下 「総合支援法」 という。） 第３０条第１項第２号に規定する基準該当障

　

害福祉サービス （同法第５条第７項に規定する生活介護に係るものに限る。） を行

　

う事業

　

（３） 前２号に掲げるもののほか、 市長が必要と認める事業

　

（利用者の範囲）

第５条

　

センターを利用することができる者は、 次に掲げる者とする。

－

　

５６

　

－



　

（１） 法による要介護又は要支援の認定を受けている者

　

（２） 法による介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる者

　

（３）胎内市に住所を有する身体障害者福祉法 （昭和２４年法律第２８３号） に基づく身体

　

障害者であって、 生活介護の支給決定を受けている者

　

（４） 前３号に掲げる者のほか、 市長が必要と認める者

　

（施設の利用）

第６条

　

センターを利用しようとする者は、 あらかじめ市長と第４条各号に掲げる事業

　

の利用に関する契約を締結しなければならない。

　

（利用の制限）

第７条

　

市長は、 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 センタ の利用を制

限することができる。

　

（１） その利用が、 センターの秩序を乱すおそれがあるとき。

　

（２） その利用が、 施設、 設備等を損傷するおそれがあるとき。

　

（３） 前２号に掲げる場合のほか、 管理運営上支障があるとき。

　

（使用料）

第８条

　

利用者は、 次の各号に掲げる区分に応じ、 当該各号に定める額の使用料 （消費

税相当額を含む。） を市長に納めなければならない。

　

（１） 第５条第１号に掲げる者

　

法の規定による居宅介護サービス費の算定方法により

　

算定した額

　

（２） 第５条第２号に掲げる者

　

法の規定による第１号通所事業サービス費の算定方法

　

により算定した額

（３） 第５条第３号に掲げる者

　

総合支援法の規定による基準該当障害福祉サービス費

　

の算定方法により算出した額

　

（４） 第５条第４号に掲げる者

　

市長が別に定める額

２

　

第１１条の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、市

長は、 センターの使用に係る料金 （以下 「利用料金」 という。） を指定管理者の収入

として収受させるものとする。

３

　

前項の場合における利用料金は、 指定管理者が、 第１項各号に掲げる使用料の範囲

内において、 市長の承認を得て定めるものとする。

－

　

５７

　

－



　

（使用料の減免）

第９条

　

市長は、 利用者の属する世帯が、 災害その他やむを得ない事情により使用料を

　

納付することが困難であると認められるときは、 その使用料を減額し、 又は免除する

　

こと が でき る。

　

（損害賠償）

第１０条

　

利用者は、センターの利用に際して施設、設備等に損害を与えたときは、 その

　

損害額を賠償しなければならない。 ただし、 市長がやむを得ない理由があると認めた

　

ときは、 その額を減額し、 又は免除することができる。

　

（指定管理者による管理）

第１１条

　

センターの管理は、 法人その他の団体であって市長が指定するもの （以下 「指

　

定管理者」 という。） に行わせることができる。

　

（指定管理者が行う業務の範囲）

第１２条

　

前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合（以下「指定管

理者による管理の場合」 という。） に当該指定管理者が行う業務は、 次に掲げる業務

　

と す る。

　

（１） センターの維持管理に関する業務

　

（２） 第４条各号に掲げる事業の実施に関する業務

　

（３） センターの利用許可に関する業務 （行政財産の目的外使用許可に関することを除

　

く。 ）

　

（４） 前３号に掲げるもののほか、 センターの運営に関する事務のうち、 市長のみの権

　

限に属する事務を除く業務

　

（指定管理者による管理の場合における規定の適用等）

第１３条

　

指定管理者による管理の場合において、第３条の規定の適用については、同条

中 「市長」 とあるのは 「指定管理者」 と、 「認めるときは」 とあるのは 「認めるとき

は、 あらかじめ市長の承認を得て」 とし、 第５条から第７条までの規定の適用につい

ては、 これらの規定中 「市長」 とあるのは、 「指定管理者」 とし、 第９条の規定の適

用については、 同条中 「市長」 とあるのは、 「指定管理者」 と、 「使用料」 とあるの

は、 「利用料金」 とする。

　

（委任）

－

　

５８

　

－



第１４条

　

この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 公布の日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

この条例の施行の日の前日までに、 改正前の胎内市デイサービスセンター条例 （平

成１７年条例第１３５号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこ

の条例の相当規定によりなされた処分、 手続その他の行為とみなす。

別表第１ （第２条関係）

名称 位置

胎内市デイサービスセンター栗木野荘 胎内市栗木野新田１０６番地１

胎内市デイサービスセンターいわはら荘 胎内市下赤谷３８７番地１５

別表第２ （第３条関係）

名称 開館時間 休館日

胎内市デイサービス

センター栗木野荘

午前８時から午後５

時３０分まで

（１） 日曜日

（２）１２月

　

３１日から翌年の１月 ３日まで

胎内市デイサービス

センタ」いわはら荘

午前８時から午後５

時３０分まで

（１） 土曜日及び日曜日

（２）１２月 ３１日から翌年の１月 ３日まで

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ５９

　

－



議第

　

２６

　

号

胎内市介護保険条例の一部を改正する条例

胎内市介護保険条例 （平成１７年条例第１４０号） の一部を次のように改正する。

附則に次の見出し及び５項を加える。

　

（令和８年度の保険料の額の算定に関する所得の額の算定方法の特例）

１８

　

第１号被保険者 （令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する

市町村に住所を有しない者を除き、 令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税

の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者 （同法第 ２９４条第

　

３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含

む。） に限る。 以下この項及び附則第２１項において同じ。） のうち、 令和７年の合計

所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規

定する給与等をいう。 以下同じ。） の収入金額が５５ 万 １，０００ 円以上 ６５ 万 １，０００円未

満である者に限る。） の令和８年度における保険料の額の算定についての第４条第１

項 （第６号ア、 第７号ア、 第８号ア、 第９号ア、 第１０号ア、 第１１号ア、 第１２号ア、

第１３号ア及び第１４号アに係る部分に限る。） の規定の適用については、 同項第６号

ア中 「地方税法 （昭和２５年法律第２２６号） 第２９２条第１項第１３号に規定する合計所

得金額 （以下「合計所得金額」 という。） （租税特別措置法 （昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、 第３４条第１項、 第３４条の２第１項、 第３４条の

３第１項、 第３５条第１項、 第３５条の２第１項、 第３５条の３第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、 当該合計所得金額が零を下回る場合には、 零とする。

以下同じ。）」とあるのは、 「合計所得金額 （地方税法第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与

所得が含まれている場合には、 当該給与所得の金額については、 同条第２項の規定に

よって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から

　

５５

万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、 租税特別措置法による特別控除の

－

　

６０

　

－



　

適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除

　

額を控除して得た額とし、 当該合計所得金額が零を下回る場合には、 零とする。 以下

　

同じ。）」 とする。

１９

　

第１号被保険者のうち、 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者 （同

　

年中の給与等の収入金額が６５ 万 １，０００円以 上 １６１ 万９，０００円未満である者に限る。）

　

の令和８年度における保険料の額の算定についての第４条第１項 （第６号ア、 第７号

　

ア、 第８号ア、 第９号ア、 第１０号ア、 第１１号ア、 第１２号ア、 第１３号ア及び第１４号

　

アに係る部分に限る。） の規定の適用については、 同項第６号ア中 「地方税法 （昭和

２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所

得金額」 という。） （租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号） 第３３条の４第１項若

　

しくは第２項、 第３４条第１項、 第３４条の２第１項、 第３４条の３第１項、 第３５条第

　

１項、第３５条の２第１項、 第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

　

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、 当該合計所得金額が零を下回る場合には、 零とする。 以下同じ。）」 とある

のは、 「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をい

い、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場

合には、 当該給与所得の金額については、 同条第２項の規定によって計算した金額に

１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合

には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、 当該合計所得金額が零を下回る場合には、 零とする。 以下同じ。）」 とす

る。

２０

　

第１号被保険者のうち、 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者 （同

年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満である者に限る。） の令

和８年度における保険料の額の算定についての第４条第１項 （第６号ア、 第７号ア、

第８号ア、 第９号ア、 第１０号ア、 第１１号ア、 第１２号ア、 第１３号ア及び第１４号アに

係る部分に限る。） の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。） （租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号） 第３３条の４第１項若しくは第

　

２項、 第３４条第１項、 第３４条の２第１項、 第３４条の３第１項、 第３５条第１項、 第

－

　

６１ －



　

３５条の２第１項、 第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、 当該

　

合計所得金額から令第 ２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、

　

当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、 「合

　

計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合

　

計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当

　

該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円から

　

令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給与等の収

入金額から、 当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律 （令和７年法

　

律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として、同

表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得

　

た額をいう。 以下同じ。） を控除して得た額を加えた額によるものとし、 租税特別措

置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、 当該合計所得金額が零を下回る場合

には、 零とする。 以下同じ。）」 とする。

　

（令和８年度の保険料の額の算定に関する基準の特例）

２１

　

第１号被保険者の令和８年度における保険料の額の算定についての第４条第１項の

規定の適用については、 当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員

のうちに、 第１号に掲げる者に該当し、 かつ、 第２号又は第３号に掲げる者のいずれ

かに該当する者があるときは、 当該該当する者は、 同年度分の地方税法の規定による

市町村民税が課されている者とみなす。

　

（１） 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者 （令和８年度分の保険料の

　

賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。） であ

　

って、 令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保

　

険料を賦課する市町村に住所を有するもの （同法第 ２９４条第３項の規定により当該

　

市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）

　

（２） 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、 かつ、 令和８年度分の同法

　

の規定による市町村民税が課されていない者であって、 次のアからウまでに掲げる

　

場合のいずれかに該当するもの

　

ア

　

令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００円未満であり、

－

　

６２

　

－



　　

か つ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収

　　

入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合

　　

イ

　

令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円未満であり、

　　

か つ、 １３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下である場

　

合

　　

ウ

　

令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満であり、 か

　　

つ、 １３５ 万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万円から令和７年

　　

給与所得控除額を控除して得た額以下である場合

　

（３） 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、 かつ、 令和８年度分の同法

　

の規定による市町村民税が課されていない者であって、 次のアからウまでに掲げる

　

場合のいずれかに該当するもの

　

ア

　

令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００円未満であり、

　　

かつ、 地方税法第 ２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い胎内市税条例

　　　

（平成１７年条例第５１号）第１３条第２項に規定する金額から同年の合計所得金額

　　

を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以

　　

下である場合

　

イ

　

令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円未満であり、

　　

かつ、 地方税法第 ２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い胎内市税条例

　　

第 １３条第２項に規定する金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万

　　

円以下である場合

　

ウ

　

令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満であり、 か

　　

つ、 地方税法第 ２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い胎内市税条例第

　　

１３条第２項に規定する金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万円

　　

から令和７年給与所得控除額を控除して得た額以下である場合

２２

　

第１号被保険者の令和８年度における保険料の額の算定についての第４条第１項の

規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、

同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、 当該第１号被保険者

は、 同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

‐ ６３

　

－



　

附

　

則

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

６４

　

－



議第

　

２７

　

号

胎内市築地農村環境改善センター条例の一部を改正する条例

胎内市築地農村環境改善センター条例（平成１７年条例第１６０号）の一部を次のように

改正する。

別表中 「団体」 を 「専用・団体」 に改め、 同表備考中

２

　

使用 料 の額 に は、 消 費税相 当 額 を含 む。

　　　　　　　　　　　

を

２

　

使用料の額には、 消費税相当額を含む。

３

　

専用・団体の使用料は、 個人若しくは５人以下の団体で

専用利用する場合又は６人以上の団体で利用する場合に適

用する。

に改める。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

改正後の胎内市築地農村環境改善センター条例の規定は、 この条例の施行の日以後

　

の使用に係る使用料について適用する。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

６５

　

－



議第

　

２８

　

号

胎内市生活改善センター条例の一部を改正する条例

胎内市生活改善センター条例（平成１７年条例第１６４号）の一部を次のように改正する。

別表第１持倉生活改善センターの項を削る。

別表第２持倉生活改善センターの項を削る。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

この条例の施行の日前の利用に係る使用料の徴収又は利用料金の収受については、

なお従前の例による。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ６６

　

－



議第

　

２９

　

号

胎内市消防団員の定員、 任免、 給与、 服務等に関する条例の一部を改正す

る条例

　

胎内市消防団員の定員、 任免、 給与、 服務等に関する条例 （平成１７年条例第２７１号）

の一部を次のように改正する。

第４条中第３項を第４項とし、 第２項の次に次の１項を加える。

３

　

前項の規定にかかわらず、 他の消防組織等の役員の任期と調整が必要な場合におい

　

ては、 団長、 消防副団長又は方面隊長の任期を１年とすることができる。

第１３条第３項中 「費用を弁償する」 を 「出動報酬を支給する」 に改める。

別表第２を次のように改める。

別表第２ （第１３条関係）

区分 勤務区分 支給単位 支給金額 適用

出動報酬 訓練等 １回の訓練

（４ 時間以

内）

２，８００円市が招集する訓練等。 １回

の訓練時間が継続して４時

間を超える場合は、 １時間

ごとに （１時間に満たない

ときは１時間とみなす。）

１ ｏｏ円を加算する。 （上限

６，０００円）

会議等 １回につき ２，１００円幹部会議等

災害出動 １日につき

（４ 時間以

内）

　　　　

４，０００円

（放水を行う必要

のない火災の場合

　

は、 ２，０００円）

火災、 風水害又は地震等の

災害。 １日の出動時間が継

続して４時間を超える場合

は、 ４時間ごと （４時間に

満たないときは４時間とみ

‐ ６７

　

－



なす。） に

　

４，０００

　

円を加算

する。

警戒出動 １日につき ２，８００円警戒対応等

火災予防広報 １日につき １，０００円積載車等を使用しての広報

活動

行方不明者の

捜索又は遭難

者の救出等

１日につき ４，５００

　

円 以内 で市

長が別に定める額

備考

　

訓練等において、連続して行われるものへの参加については、１回とみなす。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

改正後の胎内市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第１３条第３項及

び別表第２の規定は、 この条例の施行の日以後に団員が出動する場合から適用する。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

６８

　

－



議第

　

３０

　

号

胎内市立認定こども園条例を廃止する条例

胎内市立認定こども園条例 （平成２５年条例第４１号） は、 廃止する。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

　

（胎内市立認定こども園条例の廃止に伴う経過措置）

２

　

この条例の施行の日の前日までに胎内市立認定こども園において行われた教育及び

　

保育に係る廃止前の胎内市立認定こども園条例の規定により徴収する保育料につい

　

ては、 なお従前の例による。

　

（胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の

　

一部改正）

３

　

胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例（平

成２７年条例第１９号） の一部を次のように改正する。

　

第４条中 「保育園をいう。」 の次に 「以下同じ。」 を加え、 「又は市立認定こども

園（胎内市立認定こども園条例（平成 ２５年条例第４１号） 第２条に規定する認定こど

も園をいう。） （以下「市立保育園等」 という。）」 を削る。

　

第６条第１項、第７条第１項及び第８条第１項中「市立保育園等」を「市立保育園」

に改める。

　

（胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の

　

一部改正に伴う経過措置）

４

　

この条例の施行の日の前日までに胎内市立認定こども園において行われた教育・保

　

育に係る前項の規定による改正前の胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

　

業の利用者負担等に関する条例の規定により徴収する利用者負担額、 延長保育料等、

　

一時預かり利用料等又は休日等に利用した場合の利用者負担額については、なお従前

‐ ６９

　

－



の例による。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

７０

　

－



議第

　

３１

　

号

胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例

　

（胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正）

第１条

　

胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

　

る条例 （平成２６年条例第３０号） の一部を次のように改正する。

　

第２条第２３号中 「第４３条第２項」 を 「第４３条第４項」 に改める。

　

第２５条中 「第３３条の１０各号」 を 「第３３条の１０第１項各号」 に改める。

　

（胎内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第２条

　

胎内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 （平成

　

２６

年条例第３１号） の一部を次のように改正する。

　

第１２条中 「第３３条の１０各号」 を 「第３３条の１０第１項各号」 に改める。

　

（胎内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正）

第３条

　

胎内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 （平

成２６年条例第３２号） の一部を次のように改正する。

　

第１２条中 「第３３条の１０各号」 を 「第３３条の１０第１項各号」 に改める。

　

附

　

則

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

７１ －



議第

　

３２

　

号

胎内市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

目次

　

第１章

　

総則 （第１条・第２条）

　

第２章

　

特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準

　　

第１節

　

利用定員に関する基準 （第３条）

　　

第２節

　

運営に関する基準 （第４条－第３２条）

　

第３章

　

雑則 （第３３条）

　

附則

　　

第１章

　

総則

　

（趣旨）

第１条

　

この条例は、 子ども・子育て支援法 （平成２４年法律第６５号。 以下 「法」 とい

　

う。） 第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特定乳児等通

　

園支援事業 （特定乳児等通園支援 （法第３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通園

　

支援をいう。 以下同じ。） を行う事業をいう。 以下同じ。） の運営に関する基準を定

　

めるものとする。

　

（一般原則）

第２条

　

特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支援事業

　

者をいう。 以下同じ。） は、 良質かつ適切であり、 かつ、 子どもの保護者の経済的負

　

担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行

　

うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保され

　

ることを目指さなければならない。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対

　

象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前子どもをい

　

う。 以下同じ。） の意思及び人格を尊重して、 常に当該支給対象小学校就学前子ども

　

の立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。

－

　

７２

　

－



３

　

特定乳児等通園支援事業者は、 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、

　

市、 特定教育・保育施設等 （法第 ２７ 条第１項に規定する特定教育・保育施設及び法

　

第 ２９ 条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。 以下同じ。）、 他の特定乳

　

児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、 日童福祉施設その他の

　

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

　

らな い。

４

　

特定乳児等通園支援事業者は、 その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対

　

象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要

　

な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業

　

を行う事業所 （以下 「特定乳児等通園支援事業所」 という。） の職員に対し、 研修の

　

実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

　　

第２章

　

特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準

　　　

第１節 利用定員に関する基準

第３条

　

特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２第１項

　

の確認において定めるものに限る。 次項において同じ。） を定めるものとする。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定子ども （法第３０条の １６に規定

　

する乳児等支援給付認定子どもをいう。 以下同じ。） が当該特定乳児等通園支援事業

　

者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開

　

所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものと

　

する。

　　　

第２節 運営に関する基準

　

（面談）

第４条

　

特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通

　

園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特

　

定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びそ

　

の保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握する

　

ための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識し

　

ながらする通話を含む。） を行わなければならない。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、 あらかじめ、 第１９

－

　

７３

　

－



　

条に規定する運営規程の概要、 職員の勤務の体制、 第 １２ 条の規定により当該特定乳

　

児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等

　

通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。

３

　

特定乳児等通園支援事業者は、 第１項の面談において、 前項の重要事項を説明し、

　

当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければな

　

らない。

　

（正当な理由のない提供拒否の禁止）

第５条

　

特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定保護者 （法第３０条の１５第

　

３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。 以下同じ。） から利用の申込みを

　

受けたときは、 正当な理由がなければ、 これを拒んではならない。

　

（あっせん及び要請に対する協力）

第６条

　

特定乳児等通園支援事業者は、 その提供する特定乳児等通園支援の利用につい

　

て法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市が行うあっせん及

　

び要請に対し、 できる限り協力しなければならない。

　

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認）

第７条

　

特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通

　

園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特

　

定乳児等通園支援を提供するに際し、 乳児等支援給付認定保護者から法第３０条の１５

　

第３項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、 子ども・子育て支援

　

法施行規則 （平成２６年内閣府令第４４号） 第２８条の２４各号に掲げる事項を確認する

　

ものとする。

　

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助）

第８条

　

特定乳児等通園支援事業者は、 法第３０条の１５第１項の認定 （以下この条にお

　

いて 「乳児等支援給付認定」 という。） を受けていない保護者から利用の申込みがあ

　

った場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行わ

　

れるよう必要な援助を行わなければならない。

　

（」・身の状況等の把握）

第９条

　

特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援の提供に当たっては、 乳児

　

等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子ども

－

　

７４

　

－



　

の養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状

　

況その他の教育・保育等 （法第 ５６ 条第１項に規定する教育・保育等をいう。） の利

　

用の状況の把握に努めなければならない。

　

（特定教育・保育施設等との連携）

第１０条

　

特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供さ

　

れる法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項に規定する特定

　

地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提

　

供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。

　

（特定乳児等通園支援の提供の記録）

第１１条

　

特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した

　

日時、 時間、 内容その他必要な事項を記録しなければならない。

　

（支払）

第１２条

　

特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領 （法第３０条の２０第５項 （法第３０

　

条の ２１第３項において準用する場合を含む。） の規定により市が支払う特定乳児等

　

通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等

　

通園支援事業者が受領することをいう。 次条において同じ。） を受けないときは、 乳

　

児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費

　

用基準額 （法第３０条の２０第３項に規定する額をいう。 次項において同じ。） の支払

　

を受けるものとする。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 前項の支払を受ける額のほか、 特定乳児等通園支援

　

の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であ

　

ると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれ

　

るものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設

　

定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。

３

　

特定乳児等通園支援事業者は、 前２項の支払を受ける額のほか、 特定乳児等通園支

　

援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等

　

支援給付認定保護者から受けることができる。

（１） 日用品、 文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用

（２） 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用

－

　

７５

　

－



　

（３） 食事の提供に要する費用

　

（４） 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

　

（５） 前各号に掲げるもののほか、 特定乳児等通園支援において提供される便宜に要す

　

る費用のうち、 特定乳児等通園支援事業者の利用において通常必要とされるものに

　

係る費用であって、 乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められ

　

る も の

４

　

特定乳児等通園支援事業者は、 前３項の費用の額の支払を受けた場合は、 当該費用

　

の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しな

　

ければならない。

５

　

特定乳児等通園支援事業者は、 第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、 あら

　

かじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求め

　

る理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対

　

して説明を行い、 文書による同意を得なければならない。 ただし、 第３項の規定によ

　

る金銭の支払に係る同意については、 文書によることを要しない。

　

（乳児等支援給付費の額に係る通知等）

第１３条

　

特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る

　

乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳

　

児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る

　

費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、

　

費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を

　

乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。

　

（特定乳児等通園支援の取扱方針）

第１４条

　

特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭

　

和 ２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容につい

　

て内閣総理大臣が定める指針に準じ、 乳児等通園支援事業 （児童福祉法 （昭和 ２２年

　

法律第 １６４号） 第６条の３第 ２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。） の特性

　

に留意して、 支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、

　

特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。

‐ ７６

　

－



　

（特定乳児等通園支援に関する評価等）

第１５条

　

特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評

　

価を行い、 常にその改善を図らなければならない。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 定期的に外部の者による評価を受けて、 その結果を

　

公表し、 常にその改善を図るよう努めなければならない。

　

（相談及び援助）

第１６条

　

特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者

　

の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、

　

当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、

　

必要な助言その他の援助を行わなければならない。

　

（緊急時等の対応）

第１７条

　

特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行って

　

いるときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合

　

は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等

　

の必要な措置を講じなければならない。

　

（乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知）

第１８条

　

特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給

　

付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳

　

児等支援給付費の支給を受け、 又は受けようとしたときは、 遅滞なく、意見を付して

　

その旨を市に通知しなければならない。

　

（運営規程）

第１９条

　

特定乳児等通園支援事業者は、 次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

　

する規程（第２２条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

　

（１） 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

　

（２） 提供する特定乳児等通園支援の内容

　

（３） 職員の職種、 員数及び職務の内容

　

（４） 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

　

（５）第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支

　　

払を求める理由及びその額

－

　

７７

　

－



　

（６） 第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員

　

（７） 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当た

　

っての留意事項

　

（８） 緊急時等における対応方法

　

（９） 非常災害対策

　

（１０） 虐待の防止のための措置に関する事項

　

（１１） その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

　

（勤務体制の確保等）

第２０条

　

特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定

　

乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員

　

の勤務の体制を定めておかなければならない。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援事業所ごとに、 当該特定乳児等

　

通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。 ただ

　

し、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、 この限りで

　

なし、。

３

　

特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のた

　

めに、 その研修の機会を確保しなければならない。

　

（利用定員の遵守）

第２１条

　

特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間当たり

　

の利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。

　

（掲示等）

第２２条

　

特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、

　

運営規程の概要、 職員の勤務の体制、 第 １２条の規定により乳児等支援給付認定保護

　

者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援

　

事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接

　

続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの

　

求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、 放送又は有線放送に該当するものを除

　

く。） により公衆の閲覧に供しなければならない。

　

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則）

‐ ７８

　

－



第２３条

　

特定乳児等通園支援事業者においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信

　

条、 社会的身分又は第 １２ 条の規定による支払の状況によって、 差別的取扱いをして

　

はな らない。

　

（虐待等の禁止）

第２４条

　

特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、日童

　

福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの

　

心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

　

（秘密保持等）

第２５条

　

特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務

　

上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、 正

　

当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密

　

を漏らすことがないよう、 必要な措置を講じなければならない。

３

　

特定乳児等通園支援事業者は、 特定教育・保育施設等、 他の特定乳児等通園支援事

　

業者、 地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、 乳児等支援給付

　

認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給

　

付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。

　

（情報の提供等）

第２６条

　

特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しよう

　

とする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏

　

まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供す

　

る特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする

　

場合において、 その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

　

（利益供与等の禁止）

第２７条

　

特定乳を等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規定する

　

事業をいう。） その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者 （次項において 「利用

　

者支援事業者等」 という。）、 教育・保育施設、 地域型保育事業者 （地域型保育を行

　

う事業者をいう。 次項において同じ。） 若しくは乳児等通園支援事業者 （乳児等通園

－

　

７９

　

－



　

支援を行う事業者をいう。 次項において同じ。） 又はその職員に対し、 支給対象小学

　

校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介するこ

　

との対償として、 金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 利用者支援事業者等、 教育・保育施設、 地域型保育

　

事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ど

　

も又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受して

　

はならない。

　

（苦情解決）

第２８条

　

特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児

　

等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付

　

認定子どもの家族 （以下この条において 「乳児等支援給付認定子ども等」 という。）

　

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置そ

　

の他の必要な措置を講じなければならない。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 前項の苦情を受け付けた場合には、 当該苦情の内容

　

その他の事項を記録しなければならない。

３

　

特定乳児等通園支援事業者は、 その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支

　

援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなけ

　

ればならない。

４

　

特定乳児等通園支援事業者は、 その提供した特定乳児等通園支援に関し、 法第

　

３０

　

条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書

　

類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員からの質問若しくは特

　

定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳

　

児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市

　

から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

　

ればならない。

５

　

特定乳児等通園支援事業者は、 市からの求めがあった場合には、 前項の改善の内容

　

を市に報告しなければならない。

　

（地域との連携等）

第２９条

　

特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発

－

　

８０

　

－



　

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

　

（事故発生の防止及び発生時の対応）

第３０条

　

特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の

　

各号に定める措置を講じなければならない。

　

（１） 事故が発生した場合の対応、 次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生

　

の防止のための指針を整備すること。

　

（２） 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、 当該事実

　

が報告され、 その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。

　

（３） 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園

　

支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給付認定子

　

どもの家族等に連絡を行うとともに、 必要な措置を講じなければならない。

３

　

特定乳児等通園支援事業者は、 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

　

いて記録しなければならない。

４

　

特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園

　

支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけれ

　

ばならない。

　

（会計の区分）

第３１条

　

特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業

　

の会計と区分しなければならない。

　

（記録の整備等）

第３２条

　

特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会

　

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園

　

支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

　

ればならない。

　

（１） 第１４条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画

　

（２） 第１１条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録

　

（３） 第１８条の規定による市への通知に係る記録

－

　

８１ －



　

（４） 第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録

　

（５）第３０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

　　

第３章

　

雑則

　

（電磁的記録等）

第３３条

　

特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するものの

　

うち、 この条例の規定において書面等 （書面、 書類、 文書、 謄本、 抄本、 正本、副本、

　

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

　

その他の有体物をいう。 以下この条において同じ。） により行うことが規定されてい

　

るものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、

　

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

　

であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 以下この条におい

　

て同じ。） により行うことができる。

２

　

特定乳児等通園支援事業者は、 この条例の規定による書面等の交付又は提出につい

　

ては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、 当該書面等の交付又

　

は提出に代えて、 第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を

　

得て、 当該書面等に記載すべき事項 （以下この条において 「記載事項」 という。） を

　

電子情報処理組織 （特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支

　

援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

　

理組織をいう。 以下この条において同じ。） を使用する方法その他の情報通信の技術

　

を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）

　

により提供することができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、

　

当該書面等を交付し、 又は提出したものとみなす。

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

　

ア

　

特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護

　　

者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、 受信者の

　　

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

　

イ

　

特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

　　

録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供

　　

し、 乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等

‐ ８２

　

－



　　

支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法 （電磁的方法によ

　　

る提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、 特定乳児

　　

等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録

　　

する方法）

　

（２） 電磁的記録媒体 （電磁的記録に係る記録媒体をいう。） をもって調製するファイ

　

ルに記載事項を記録したものを交付する方法

３

　

前項各号に掲げる方法は、 乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力す

　

ることにより文書を作成することができるものでなければならない。

４

　

特定乳児等通園支援事業者は、 第２項の規定により記載事項を提供しようとすると

　

きは、 あらかじめ、 当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、 その

　

用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾

　

を得なければならない。

（１） 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの

（２） ファイルへの記録の方式

５

　

前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、 当該乳児等支援給付認

　

定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出

　

があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、 第２項に規定する記載事項

　

の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該乳児等支援給付認定保護

者が再び前項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。

６

　

第２項から前項までの規定は、 この条例の規定による書面等による同意の取得につ

いて準用する。 この場合において、 第２項中 「書面等の交付又は提出」 とあり、 及び

「書面等に記載すべき事項 （以下この条において 「記載事項」 という。）」 とあるの

は 「書面等による同意」 と、 「第４項」 とあるのは 「第６項において準用する第４項」

と、 「提供する」 とあるのは 「得る」 と、 「書面等を交付し、 又は提出した」 とある

のは 「書面等による同意を得た」 と、 「記載事項を」 とあるのは 「同意に関する事項

を」 と、 「提供を受ける」 とあるのは 「同意を行う」 と、 「受けない」 とあるのは 「行

わない」 と、 「交付する」 とあるのは 「得る」 と、 第３項中 「前項各号」 とあるのは

「第６項において準用する前項各号」 と、 第４項中 「第２項」 とあるのは 「第６項に

おいて準用する第２項」 と、 「記載事項を提供しよう」 とあるのは 「同意を得よう」

‐ ８３

　

－



と、 「記載事項を提供する」 とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第

２項各号」 とあるのは 「第６項において準用する第２項各号」 と、 第５項中 「前項」

とあるのは 「第６項において準用する前項」 と、 「提供を受けない」 とあるのは 「同

意を行わない」 と、 「第２項に規定する記載事項の提供」 とあるのは 「この条例の規

定による書面等による同意の取得」 と読み替えるものとする。

　

附

　

則

この条例は、 令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月２０日

　　

提 出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

８４

　

－



議第

　

３３

　

号

財産の無償譲渡について

次のとおり土地を無償で譲渡する。

１

　

譲渡する土地の所在地、 地日及び地積

　

別紙のとおり

２ 譲渡の相手方

　　

（略）

　

中村浜区自治会

　

代表者

　

斎藤

　

正

３

　

譲渡後の使用目的

　

胎内市中村浜字方治ノ二 １１５８ 番 ４ ・１１６０番１の土地については、 以前から貸して

いる事業者に売却し、 その他の土地については自治会用地として管理するため

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ８５

　

－



別紙

　

譲渡土地一覧

番号 所在地 地目 地積（１ｄ）

１十十一
胎内市中村浜字鯖蛤塚８７７番１ 墓地 １，４８４

２ 胎内市中村浜字鯖蛤塚９０５番１ 山林 ４２８

３ 胎内市中村浜字古検ノー９２２番１ 山林 ４８２

４ 胎内市中村浜字方治ノ二１１５８番４ 山林 ９７

５ 胎内市中村浜字方治ノ二１１６０番１ 原野 ５１１

６ 胎内市中村浜字方治ノ二１１９７番１ 墓地 ４２

７ 胎内市中村浜字方治ノ二１１９７番３ 墓地 ４３

８ 胎内市中村浜字上畑３６番 山林 ３８５

９ 胎内市中村浜字上畑１２８番 山林 １８１

１０ 胎内市中村浜字上畑１３１番 山林 ２０７

１１ 胎内市中村浜字上畑１３８番 山林 １０８

１２ 胎内市中村浜字上畑１５３番１ 山林 ６５

１３ 胎内市中村浜字方治ノー９９８番 原野 ５３

１４ 胎内市中村浜字方治ノー１０００番 原野 １７３

１５ 胎内市中村浜字方治ノー１０５４番４ 原野 １６４

１６ 胎内市中村浜字方治ノー１０５４番５ 山林 １，３８７

１７ 胎内市中村浜字方治ノー１０５８番１ 山林 １，７７２

１８ 胎内市中村浜字方治ノ二１１５７番２ 山林 ６８

１９ 胎内市中村浜字下畑１３４０番 山林 １１６

計

　

１９筆 ７，７６６

‐ ８６

　

－



議第

　

３４

　

号

財産の無償譲渡について

次のとおり土地を無償で譲渡する。

１

　

譲渡する土地の所在地、 地目、 地積及び参考評価額

（１） 所

　

在

　

地

　　

胎内市熱田坂字長崎野８８１番１７

（２） 地

　　　　

目

　　　

宅 地

（３） 地

　　　

積

　　

５６７ユ９ボ

（４） 参考評価額

　　

１，８７１，７２７円

２ 譲渡の相手方

　　

（略）

　

川合自治会

　

代表者

　

中村

　

昭一

３

　

譲渡後の使用目的

　

集会施設用地として使用するため

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ８７

　

－



議第

　

３５

　

号

財産の無償譲渡について

次のとおり建物を無償で譲渡する。

１

　

譲渡する建物の所在地、 構造、 数量及び参考評価額

（１） 所

　

在

　

地

　　

胎内市持倉２７７番地１１

（２） 構

　　　

造

　　

鉄骨

　

２階建

（３） 数

　　　

里

　　

建物１棟 （延床面積１３６．３９話）

（４） 参考評価額

　　

６，８７２，２５０円

２ 譲渡の相手方

　　

（略）

　

持倉集落

　

代表者

　

水爆

　

信一

３

　

譲渡後の使用目的

　

集会施設として使用するため

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

８８

　

－



議第

　

３６

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

たけじま地域ふれあいセンター

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

苔実区

３

　

指定の期間

　

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和８年２月 ２０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

８９

　

－



議第

　

３７

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

下館集落開発センター

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

下館自治会

３

　

指定の期間

　

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

９０

　

－



議第

　

３８

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

記

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

黒俣集落開発センター

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

黒俣自治会

３

　

指定の期間

　

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

９１ －



議第

　

３９

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

記

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

蔵王集落開発センター

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

蔵王区会

３

　

指定の期間

　

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和８年２月 ２０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ９２

　

－



議第

　

４０

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

記

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

東牧生活改善センター

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

東牧自治会

３

　

指定の期間

　

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和８年２月 ２０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ９３

　

－



議第

　

４１

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

記

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

近江新生活改善センター

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

近江新集落

３

　

指定の期間

　

令和８年４月 １日から令和１２年３月３１日まで

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

９４

　

－



議第

　

４２

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

記

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

塩沢生活改善センタ←

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

塩沢集落

３

　

指定の期間

　

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ ９５

　

－



議第

　

４３

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

下江端生活改善センター

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

下江端自治会

３

　

指定の期間

　

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

９６

　

－



議第

　

４４

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

記

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

坪穴集落センター

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

坪穴集落

３

　

指定の期間

　

令和８年４月 １日から令和１３年３月３１日まで

令和８年２月 ２０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

９７

　

－



議第

　

４５

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

記

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

塩谷集落センター

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

塩谷集落

３

　

指定の期間

＼

　

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和８年２月 ２０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

９８

　

－



議第

　

４６

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

記

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

宮久多目的交流センター

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

宮久区会

３

　

指定の期間

　

令和８年４月１日から令和１２年３月３１日まで

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－

　

９９

　

－



議第

　

４７

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

下記のとおり、 公の施設に係る指定管理者を指定したいので、 地方自治法 （昭和

　

２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

１

　

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　

前山台集会施設

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

前山台集落

３

　

指定の期間

　

令和８年４月１日から令和９年３月 ３１日まで

令和８年２月 ２０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－ １００

　

－



議第

　

４８

　

号

公の施設に係る指定管理者の指定について

　

下記のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号） 第２４４条の２第６項の規定により、 議会の議決を求める。

記

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

（１） そば処みゆき庵

（２） 胎内フィッシングパーク

（３） 胎内ボート場

（４） ロイヤル胎内パークホテル

（５）奥胎内野営場

（６） 奥胎内ヒュッテ

（７） 胎内スキー場ロッジ

（８） 胎内駐車場第１

（９） 胎内駐車場第２

（１０） 胎内駐車場第３

（１１） 胎内スキー場ロッジポプラ

（１２） 胎内テニスコ←ト

（１３） ラビットペアリフト

（１４） カモシカペアリフト

（１５） 胎内ロマンスリフトＡ・Ｂ線

（１６） 小倉沢ペアリフト

（１７） 風倉第１ペアリフト

‐１０１ －



　

（１８） 風倉第２ペアリフト

　

（１９） 風倉高原第１ペアリフト

　

（２０） 風倉高原第２ペアリフト

（２１） 胎内スキーロッジラビット

（２２） 胎内スキーロッジ鹿ノ俣

（２３） 胎 内ス キー ロ ッ ジモ ンキー

（２４） 胎内駐車場風倉

２

　

指定管理者となる団体の名称

　

株式会社胎内リゾート

３

　

指定の期間

　

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで

令和８年２月 ２０ 日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

‐ １０２

　

－



議第

　

４９

　

号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７

年法律第８８号）第３条第８項の規定において準用する同条第１項の規定により、辺地に

係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、 議会の議決を求

める。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－ １０３

　

－



総 合 整 備 計 画 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

胎 内 市 黒川 東 部 辺 地

． 辺地の概況
（１） 人ロ及び世帯数

　　　　　　　　　　

１，４７４人

　

６４５世帯

　　

（うち地域の中心を含む５ｋポ以内の面積の区域の人口

　

１３６人

　

４９世帯）

（２） 面 積

　　　　　　　　　　　　　　

宅

　

地

　　

０．７３ｋｎｉ

１６２．２３ｋ燈 農

　

地

　　

６，８８鮪

山

　

林

　　

２２．１９ｋボ

その他

　

１３２．４３ｋ孟

（３） 辺地を構成する町又は字の名称

　　

下赤谷、 大田野原、 坪穴、 栗木野新

　　　　　　　　　　　　　　　　

田、 夏 井、 鼓 岡、 坂 井、 熱 田 坂、 宮

　　　　　　　　　　　　　　　　

久、 須 巻、 下 荒 沢、 持 倉、 黒 俣、 大 長

　　　　　　　　　　　　　　　　

谷、 小長 谷、 鍬 江、 川 合

（４） 地域の中心の位置

　　　　　　　　　

大字坪穴字道下６２２番地２

（５） 辺地度 点数

　　　　　　　　　　　　

１４０ 点

． 公共的施設の整備を必要とする事情
（１） 辺地の地勢及び住民の日常生活の現況

　

当地域は、 旧黒川村地域の東部に位置する峡谷型山間地域であり、 地域

　

内の土地の多くは山林となっている。 気象は日本海型気象に属する積雪寒
冷地である。冬期間における積雪量はｌｍ～１．５ｍに及び、豪雪地帯対策特

別措置法 （昭和３７年法律第７３号） 上の特別豪雪地帯に指定されている。

　

また、地域住民の日常生活に関わる用事や交流活動については、約１ｏｋｍ
離れた中心市街地にある各種施設を日常的に利用しており、地域内の公共
交通については、 区域連行型のデマンド交通のみで保育所及び小学校も地
域外まで通う必要がある。

（２） 公共的施設の整備についての基本方針

　

地域住民の生活環境の維持・改善及び生活利便性の向上並びに地域資源
を活用した産業振興を図るため、公共的施設等の計画的な整備及び更新・
改修を行う。

（３） 各区分の施設整備についての方針
ア． 交通・通信体系の整備

　　

市道改良事業、 除雪機械購入事業、 難視聴地域共聴施設改修事業、橋

　　

りょう改修事業、 林道改良事業

イ． 教育文化施設の整備

　　

集会施設改修事業
ウ． 生活環境施設等厚生施設の整備及び医療の確保

　　

簡易水道更新事業、保健福祉施設改修事業、福祉交流センター改修事
業

－ １０４

　

－



エ． 産業の振興

　

経営体育成基盤整備事業、 観光又はレクリエーション施設改修事業

オ． 電灯用電気供給施設の整備

　

対象事業なし

３． 公共的施設の整備計画
令和７年度～令和９年度 （３か年）

　　　　

（単位；千円）

番
号

施 設 名
事業
主体

事業費

　

①

財

　

源

　

内

　

訳 →隊ゴ源のうち
遊横綱…業責
叶疋趨頂

特定財源

　

②

一般財源

　

①－②

　　

③

１
市道宮久下野線道路
改良事業

胎内市 １４，０００ １４，０００ １４，０００

２
市道持倉・黒俣線道路
改良事業

胎内市 ４，５００ ４，５００ ４，５００

３
市道南俣村中２号線
道路改良事業

胎内市 ４，５００ ４，５００ ４，５００

４ 除雪機械購入事業 胎内市 １０１，９００ １０１，９００ １０１，９００

５
難視聴地域共聴施設
改修事業

胎内市 ７７，１３５ ３６，５２０ ４０，６１５ ４０，５００

６
簡易水道管路更新事
業

胎内市 ３４，０００ １７，０００ １７，０００ １７，０００

７
簡易水道施設更新事
業

胎内市 ５２，０００ ２６，０００ ２６，０００ ２６，０００

８
夏井・坪穴・川合地区経

営体育成基盤整備事業
新潟県 ７０，７００ ７０，７００ ７０，７００

９
鍬江地区経営体育成
基盤整備事業

新潟県 ４２，３００ ４２，３００ ４２，３００

１０
フラワーパーク改修

事業
胎内市 １，１５０ １，１５０ １，１００

１１
特産物加工施設改修
事業

胎内市 ５３，５００ ５３，５００ ５３，５００

１２ 樽ケ橋遊園改修事業 胎内市 ３，１００ ３，１００ ３，１００

１３
胎内スキー場改修事

業
胎内市 ４１２，７００ ４１２，７００ ４１２，７００

１４ 保谷橋改修事業 胎内市 １７０，０００ ８２，５００ ８７，５００ ８７，５００

１５
鼓岡地区担い手セン
ター改修事業

胎内市 ６，１００ ６，１００ ６，１００

１６
保健福祉施設にこ楽・
胎内改修事業

胎内市 １１，７００ １１，７００ １１，７００

１７
福祉交流センター有
楽荘改修事業

胎内市 １，９００ １，９００ １，９００

１８
胎内レクホ←ル改修
事業

胎内市 １５，９００ １５，９００ １５，９００

－ １０５

　

－



‐ １０６

　

－

番
号

施 設 名
事業
主体

事業費

　

①

財

　

源

　

内

　

訳 一般貝射原のうち
辺地対策事業債
曙疋趨頂

特定財源

　

②

一般財源

　

①

　

－②

　　

③

１９ 胎内球場改修事業 胎内市 １３，０００ １３，０００ １３，０００

２０
胎内自然天文館改修
事業

胎内市 １１，９００ １１，９００ １１，９００

２１
クアハウスたいない

改修事業
胎内市 ５５，０３４ ５５，０３４ ５５，０００

２２
市道胎内頼母木線道
路改良事業

胎内市 ５，５００ ５，５００ ５，５００

２３
奥胎内ヒュッテ改修

事業
胎内市 １４，２７０ １４，２７０ １４，２００

２４
交流促進施設改修事
業

胎内市 １７１，７６１ １７１，７６１ １７０，７００

２５ 林道改良事業 胎内市 １２，３００ ５，０６５ ７，２３５ ７，２００

合

　　

計 １，３６０，８５０ １６７，０８５ １，１９３，７６５ １，１９２，４００



議第

　

５０

　

号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７

年法律第８８号）第３条第８項の規定において準用する同条第１項の規定により、辺地に

係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、 議会の議決を求

める。

令和８年２月

　

２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－ １０７

　

－



別紙

総 合 整 備 計 画 書
胎内市 築地南部辺地

辺地の概況
（１） 人 ロ及 び世 帯 数

　　　　　　　　　　

８１４人

　

２５５世帯

　　

（うち地域の中心を含む５蟻以内の面積の区域の人ロ

　

８１４人

　

２５５世帯）

（２） 面 積

　　　　　　　　　　　　　

宅

　

地

　　

０．３３ｋ煮
４．１８ｋ重 農

　

地

　　

３．３９ｋ品

山

　

林

　　

０．０６ｋ直

その他

　　

０．４０紐

（３） 辺地を構成する町又は字の名称

　　

北成田、 宮川、竹島、 苔実

（４） 地域の中心の位置

　　　　　　　　　

大字北成田字築地原１６２１番地１

（５） 辺 地度 点 数

　　　　　　　　　　　　

１０３点

２． 公共的施設の整備を必要とする事情
（１）辺地の地勢及び住民の日常生活の現況

　　

当地域は、市の南部に位置し、日本海に面した海岸部に広がる地域で土地

　

の多くは砂丘地となっている。気象は日本海型気象に属する寒冷地で、冬期

　

間における積雪量は多いときで０．５ｍを超え、 風況により道路が凍結するこ

　

とがある。

　　

また、 地域住民の日常生活に関わる用事や交流活動については、 約１ｏｋｍ

　

離れた中心市街地にある各種施設を日常的に利用しており、 地域内の公共

　

交通については、 区域連行型のデマンド交通のみで保育所及び小学校も地

　

域外まで通う必要がある。

（２） 公共的施設の整備についての基本方針

　　

地域住民の生活環境の維持・改善及び生活利便性の向上ならびに地域資

　

源を活用した産業振興を図るため、公共的施設等の計画的な整備及び更新

　

・改修を行う。

（３）各区分の施設整備についての方針

ア． 交通・通信体系の整備

　　

対象事業なし

イ． 教育文化施設の整備

　　

対象事業なし

ウ． 生活環境施設等厚生施設の整備及び医療の確保

　　

介護予防・生活支援拠点施設改修事業
エ． 産業の振興

　　

経営体育成基盤整備事業
オ． 電灯用電気供給施設の整備

　　

対象事業なし
－ １０８

　

－



３． 公共的施設の整備計画
令和７年度～令和９年度 （３か年）

　　　　

（単位：千円）

番

　

号
施設名

事業

主体

事業費

　

①

財源内訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額

特定財源

　

②

一般財源

　

①－②

　

③

１
介護予防・生活支援
拠点施設改修事業

胎内市 １１，０５７ １１，０５７ １１，０００

２
苔実地区経営体育成
基盤整備事業

新潟県 ４３，６００ ４３，６００ ３５，２００

合

　　

計 ５４，６５７ ５４，６５７ ４６，２００

－ １０９

　

－



議第

　

５１

　

号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

　

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７

年法律第８８号）第３条第８項の規定において準用する同条第１項の規定により、辺地に

係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、 議会の議決を求

める。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－ １１０

　

－



別紙

総 合 整 備 計 画 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

胎 内 市 築 地 西部 辺 地

１． 辺地の概況

（１） 人ロ及び世帯数

　　　　　　　　　　

１，２２２人

　

４９１世帯

　　　

（うち地域の中心を含む５姉以内の面積の区域の人口

　

７８８人

　

３０５世帯）

（２） 面 積

　　　　　　　　　　　　　

宅

　

地

　　

０．８２ｋボ

８，４９ｋポ 農

　

地

　　

２．４０ｋ通

山

　

林

　　

１．８０ｋ煮

その他

　　

３．４７ｋ煮

　

（３） 辺地を構成する町又は字の名称

　　

村松浜、 中村浜、 笹ロ浜

　

（４） 地域の中心の位置

　　　　　　　　　

大字村松浜字上原８４０番地９

（５） 辺 地 度 点 数

　　　　　　　　　　　　

１１５ 点

２． 公共的施設の整備を必要とする事情
（１） 辺地の地勢及び住民の日常生活の現況

　　

当地域は、 市の西部に位置し、 日本海に面した海岸部に広がる地域で土

　

地の多くは砂丘地となっている。 気象は日本海型気象に属する寒冷地で、

　

冬期間における積雪量は多いときで０．５ｍを超え、 風況により道路が凍結

　

することがある。

　　

また、地域住民の日常生活に関わる用事や交流活動については、約１ｏｋｍ

　

離れた中心市街地にある各種施設を日常的に利用しており、地域内の公共

　

交通については、 区域連行型のデマンド交通のみで保育所及び小学校も地

　

域外まで通う必要がある。

（２） 公共的施設の整備についての基本方針

　　

地域住民の生活環境の維持・改善及び生活利便性の向上並びに地域資源

　

を活用した産業振興を図るため、公共的施設等の計画的な整備及び更新・改

　

修を行う。

（３） 各区分の施設整備についての方針

　

ア． 交通・通信体系の整備

　　　

市道改良事業

　

イ， 教育文化施設の整備

　　　

対象事業なし

　

ウ． 生活環境施設等厚生施設の整備及び医療の確保

　　　

対象事業なし

　

エ． 産業の振興

　　　

観光又はレクリエーション施設改修事業

　

オ． 電灯用電気供給施設の整備

　　　

対象事業なし

－ １１１ －



３． 公共的施設の整備計画
令和７年度～令和９年度 （３か年）

　　　　

（単位：千円）

番
号

施 設

　

名
事業
主体

事業費

　

①

財

　

源

　

内

　

訳 一般貝お原のう
ち辺地対策事
業責刀予定額

特定財源

　

②

一般財源

　

①－②

　

③

１
市道村松浜本町通り
線道路改良事業

胎内市 ２９，０００ ２９，０００ ２９，０００

２

塩の湯温泉（ふれあい
館・サンセット中条）

改修事業
胎内市 １９，３００ １９，３００ １９，３００

３
笹口浜臨海休養広場
改修事業

胎内市 ６，０００ ６，０００ ６，０００

合

　　

計 ５４，３００ ５４，３００ ５４，３００

‐ １１２

　

－



議第

　

５２

　

号

胎内市過疎地域持続的発展計画の策定について

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条第１

項の規定により、胎内市過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり策定することについて、

議会の議決を求める。

令和８年２月 ２０日

　　

提

　

出

胎

　

内

　

市

　

長

　　

井 畑

　

明

　

彦

－ １１３

　

－


